
 
 

 

施設 
番号 

施設名 複合施設 賃借 

18-1 斎場 －  

18-2 コミュニティホール 茅ヶ崎市役所（分庁舎）  

18-3 農業ふれあい広場 －  

18-4 男女共同参画推進センターいこりあ 新栄町第三自転車駐車場  

18-5 勤労市民会館 －  

18-6 柳島キャンプ場 －  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆斎場 

  

１８ その他施設 

 どの区分にも分けることが難しい施設を「その他施設」としてまとめました。 

 茅ヶ崎市勤労市民会館は、指定管理者制度を導入し、民間の力を活用し

て運営しています。施設利用者が述べ１３万人を超えていますが、貸室だけでなく、

ふるさとハローワークの利用者が多いことによります。 

 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあの常駐職員は、非常勤の

相談員さんを含めておおむね７人ですが、これとは別に、他の事務をしている職員も館

内にいます。 

335



施設別調査票（平成２５年４月１日現在） 18-1

敷地面積[㎡] 29,512.00 バリアフリー
建築年月日
（取得日）

耐震性

建築面積[㎡] 4,227.76 H5.3.3 有

延床面積[㎡] 4,043.93

常勤職員 非常勤職員 派遣等 計

2 1 0 3

■事業情報

有 （主な業務 ）

■施設経費 ■運営・利用状況

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

使用料・手数料 17,502,000 19,424,000 17,200,775 18,042,258 2 2 3 2

国県支出金 0 0 0 0 2,324 2,400 2,380 2,368

その他収入 27,331,133 28,434,977 24,554,962 26,773,691 302 303 300 302

収入計（A) 44,833,133 47,858,977 41,755,737 44,815,949

人件費 20,038,000 17,652,632 19,639,000 19,109,877 ■利用状況［稼働率％］

光熱水費 9,168,179 8,595,609 10,461,465 9,408,418 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

委託料 66,048,630 65,038,950 65,272,170 65,453,250 64.1 66.0 66.1 65.4
修繕費・
工事請負費

9,726,717 9,726,717 9,726,717 9,726,717

主な建物の
減価償却費

44,601,694 44,601,694 44,601,694 44,601,694

その他支出 17,105,643 16,092,175 16,414,106 16,537,308

支出計（B） 166,688,863 161,707,777 166,115,152 164,837,264

121,855,730 113,848,800 124,359,415 120,021,315

73.1% 70.4% 74.9% 72.8%

- - - -

■コスト分析［円］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

71,725 67,378 69,796 69,610

18 18 18 18

■備考

㎡１時間当たり

市の負担額(C)
 (B)－(A)

市の負担割合
(C)／(B)

（参考）指定管理料

利用１件当たり

支
出

（
円

）

名称

稼働率

収
入

（
円

）

常駐職員数[人]

施設利用件数[件]

開館日数[日]

自主事業 -

特色のある設備・サービス -

委託業務 火葬業務委託　斎場総合管理業務委託　 

休館日 友引にあたる日・1月1日～1月3日 主な利用者 市民

使用料･手数料
の法令規程

茅ヶ崎市斎場条例
常駐職員数[人]

施設管理方法 直営

設置根拠 茅ヶ崎市斎場条例 指定管理導入年度 -

開館時間 火葬室は9時30分～17時 指定管理期間 -

■施設運営情報

設置目的
葬祭を執行する施設及び墓地、埋葬等に関
する法律に基づく火葬を執行するため

施設管理者 茅ヶ崎市

施設運営者 茅ヶ崎市

■土地・建物情報

施
設
総
規
模

建物名称 建築構造

無
本館 鉄筋コンクリート造

所在地 芹沢1700番地 施設所管課 小出支所

施設番号

施設名 斎場 用途 斎場
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平成２５年４月１日現在

■稼働率の計算

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４ 66.1％

稼働率

稼働率＝

１年間に利用があった火葬の件数

１年間の利用可能な火葬の件数

64.1％

66.0％

派遣等 人）（常勤 人、 非常勤 人、

小出支所斎場18-1

かかったお金

例えば火葬の場合、実際は69,610円のお金がかかっ

ているけど、市外の人は80,000円、市民の利用は無

料だから、利用者負担の平均は7,619円だわ。

その他のお金

茅ヶ崎市

施設紹介

施設データ

施設稼働率

住所

開館時間

利用料金

電話

休館日

主な利用者

芹沢1700番地

火葬室は9時30分～17時

あり 市民

0467‐53‐1505

友引にあたる日・1月1日～1月3日

施設名 運営者 担当課

常駐職員数

利用者の負担は

7,657円
11.0%

みんなの税金

50,676円

72.8%
ぞよ

火葬室、告別式や通夜に利用できる式場、待合室のほか、各種控室、売店があります。駐車場は、マイクロバ

ス8台・普通乗用車100台分があり、無料で使えます。

式場使用は死亡者が市外であっても、喪主が茅ヶ崎市民と寒川町民であれば使用することができます。ただ

し、料金は市外料金となります。部屋によって利用料金や時間が異なりますので、ご注意ください。

3 2 0人 1

69,610円

使用料

その他

収入

人件費

光熱水費

委託料

修繕・

工事

減価償

却費

その他

支出

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

収入 支出

（万円）

１回の利用にかかったお金 ※３年間の平均です。※３年間の平均です。収入と支出

11,277円
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施設別調査票（平成２５年４月１日現在） 18-2

敷地面積[㎡] 13,464.76 ※市役所分庁舎と併設 バリアフリー
建築年月日
（取得日）

耐震性

建築面積[㎡] 1,192.50 H5.3.16 有

延床面積[㎡] 2,190.42

常勤職員 非常勤職員 派遣等 計

0 0 1 1

■事業情報

有 （主な業務 ）

■施設経費 ■運営・利用状況

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

使用料・手数料 4,706,500 5,064,640 3,850,900 4,540,680 1 1 1 1

国県支出金 0 0 0 0 95,832 100,399 81,363 92,531

その他収入 0 0 0 0 351 352 350 351

収入計（A) 4,706,500 5,064,640 3,850,900 4,540,680

人件費 4,552,941 9,077,778 7,232,600 6,954,440 ■利用状況［稼働率％］

光熱水費 5,007,576 4,595,048 4,705,884 4,769,503 名称
面積
[㎡]

定員
［人］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

委託料 4,266,080 4,213,440 4,024,440 4,167,987 集会室１ 230 200 71.0 71.0 69.0 70.3
修繕費・
工事請負費

426,737 426,737 426,737 426,737 集会室２ 230 200 69.0 65.0 67.0 67.0
主な建物の
減価償却費

17,769,462 17,769,462 17,769,462 17,769,462 Ａ会議室 71 36 65.0 68.0 50.0 61.0

その他支出 1,043,007 2,114,090 2,664,445 1,940,514 B会議室 71 36 58.0 59.0 51.0 56.0

支出計（B） 33,065,803 38,196,555 36,823,568 36,028,642

28,359,303 33,131,915 32,972,668 31,487,962

85.8% 86.7% 89.5% 87.4%

- - - -

■コスト分析［円］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

345 380 453 389

3 4 4 4

所在地 茅ヶ崎一丁目1番1号 施設所管課 用地管財課

施設番号

施設名 コミュニティホール 用途 その他

■土地・建物情報

施
設
総
規
模

建物名称 建築構造

無
本館 鉄骨鉄筋コンクリート造

■施設運営情報

設置目的
市民に交流の場を提供し、コミュニティ活動
の推進を図るため

施設管理者 茅ヶ崎市

施設運営者 茅ヶ崎市

設置根拠 茅ヶ崎市コミュニティホール条例 指定管理導入年度 -

開館時間 9時～21時30分 指定管理期間 -

休館日 第4火曜日・12月28日～1月3日 主な利用者 市民・市民団体

使用料･手数料
の法令規程

茅ヶ崎市コミュニティホール条例
常駐職員数[人]

施設管理方法 直営

自主事業 -

特色のある設備・サービス 集会室１・２は同時使用が可能です。立食なら 大500名の収容が可能です。

委託業務 管理・清掃・警備

利用者１人当たり

収
入

（
円

）

常駐職員数[人]

施設利用者数[人]

開館日数[日]

支
出

（
円

）

市の負担額(C)
 (B)－(A)

市の負担割合
(C)／(B)

（参考）指定管理料

㎡１時間当たり

■備考
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平成２５年４月１日現在

■稼働率の計算

Ｈ２２ 集会室１ 71.0% B会議室 58.0%

Ｈ２３ 集会室１ 71.0% B会議室 59.0%

Ｈ２４ 集会室１ 69.0% Ａ会議室 50.0% ※「使用区分」とは、午前、午後、夜間などで区切った時間帯です。

高い部屋 低い部屋

稼働率＝
１年間に利用があった使用区分の数 

１年間の利用可能な使用区分の数 

派遣等 人）（常勤 人、 非常勤 人、

用地管財課コミュニティホール18-2

かかったお金

例えば夜間(17時30分～21時30分)に集会室１(230
㎡)を使うと、3,680円かかっているの。使用料は
7,000円だけど、特別に使用料を少なくする制度もある
から、利用者負担の平均は464円だわ。

茅ヶ崎市

施設紹介

施設データ

施設稼働率 【貸室の稼働率】

１㎡を１時間運営するのにかかったお金

住所

開館時間

利用料金

電話

休館日

主な利用者

茅ヶ崎一丁目1番1号

9時～21時30分

あり 市民・市民団体

0467‐82‐1111

第4火曜日・12月28日～1月3日

施設名 運営者 担当課

常駐職員数

利用者の負担は

1円
12.6%

みんなの税金

3円
87.4%ぞよ

コミュニティホールは、茅ヶ崎市役所分庁舎６階にあります。市民に交流の場を提供することにより、コミュニ

ティ活動の推進を図り、市民の集いと交流のあるまちづくりに寄与するために設置されたものです。

レセプションや講演会、パーティ、会合等の目的に応じた使用が可能です。

1 0 1人

※３年間の平均です。※３年間の平均です。収入と支出

0

4円

使用料
人件費

光熱水費

委託料

修繕・

工事

減価償

却費

その他

支出

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

収入 支出

（万円）
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施設別調査票（平成２５年４月１日現在） 18-3

敷地面積[㎡] 2,000.26 バリアフリー
建築年月日
（取得日）

耐震性

建築面積[㎡] 127.36 H20.2.27 有

延床面積[㎡] 111.63

常勤職員 非常勤職員 派遣等 計

0 1 0 1

■事業情報

有 （主な業務 ）

■施設経費 ■運営・利用状況

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

使用料・手数料 0 0 0 0 1 1 1 1

国県支出金 0 0 0 0 7,754 8,630 8,217 8,200

その他収入 87,847 73,779 78,352 79,993 308 309 307 308

収入計（A) 87,847 73,779 78,352 79,993

人件費 5,053,450 8,949,250 5,928,710 6,643,803 ■利用状況［１日当たりの利用人数］

光熱水費 177,018 164,554 183,697 175,090 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

委託料 164,390 164,390 164,390 164,390 23 28 27 26
修繕費・
工事請負費

36,050 36,050 36,050 36,050

主な建物の
減価償却費

1,544,347 1,544,347 1,544,347 1,544,347

その他支出 89,902 127,345 115,892 111,046

支出計（B） 7,065,157 10,985,936 7,973,086 8,674,726

6,977,310 10,912,157 7,894,734 8,594,734

98.8% 99.3% 99.0% 99.1%

- - - -

■コスト分析［円］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

911 1,273 970 1,058

23 35 26 28

■備考

㎡１時間当たり

市の負担額(C)
 (B)－(A)

市の負担割合
(C)／(B)

（参考）指定管理料

利用者１人当たり

支
出

（
円

）

名称

１日当たりの利用人数

収
入

（
円

）

常駐職員数[人]

施設利用者数[人]

開館日数[日]

自主事業 -

特色のある設備・サービス -

委託業務  警備業務委託、浄化槽法定検査委託、浄化槽管理委託

休館日 なし（農業ふれあい館は月曜日・12月29日～1月3日） 主な利用者 市民

使用料･手数料
の法令規程

-
常駐職員数[人]

施設管理方法 直営

設置根拠 茅ヶ崎市農業ふれあい広場条例 指定管理導入年度 -

開館時間 8時～17時(7月～9月までは18時まで) 指定管理期間 -

■施設運営情報

設置目的
農業と親しむ場を提供し、市民の農業に対
する理解を深めるとともに、心身の健康増進
を図るため

施設管理者 茅ヶ崎市

施設運営者 茅ヶ崎市

■土地・建物情報

施
設
総
規
模

建物名称 建築構造

有
管理棟 木造

所在地 赤羽根4528番地 施設所管課 農業水産課

施設番号

施設名 農業ふれあい広場 用途 その他
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平成２５年４月１日現在

■稼働率の計算

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４ 27人

1日当たりの
利用者数

25人
稼働率＝

１年間の利用者数 

28人 １年間の開館日数 

派遣等 人）（常勤 人、 非常勤 人、

農業水産課農業ふれあい広場18-3

10円

かかったお金

使用料は無料だけど、実際は1,058円のお金がかかっ

ているわ。

その他のお金

茅ヶ崎市

施設紹介

施設データ

施設稼働率 【１日当たりの利用者数】

住所

開館時間

利用料金

電話

休館日

主な利用者

赤羽根4528番地

8時～17時(7月～9月までは18時まで)  

なし 市民

0467‐53‐5653

（農業ふれあい館）

なし（農業ふれあい館は月曜日・12月29日～1月3日）

施設名 運営者 担当課

常駐職員数

利用者の負担は

０円
0.0%

みんなの税金

1,048円
99.1%ぞよ

農業ふれあい広場は、富士見ファーム赤羽根市民農園に隣接しています。農業と親しむ場を提供したり、市

民の農業に対する理解を深める施設として利用されています。農業ふれあい館が併設されており、市の臨時職

員がふれあい館と広場の管理を行っています。そして、「富士見ファーム赤羽根市民農園組合」の管理人が農

機具の貸出業務等、農園利用者へのサービスを行っています。

1 0 0人 1

1,058円

その他

収入

人件費

光熱水費

委託料

減価

償却費

その他

支出

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

収入 支出

（万円）

１回の利用にかかったお金 ※３年間の平均です。※３年間の平均です。収入と支出

341



施設別調査票（平成２５年４月１日現在） 18-4

敷地面積[㎡] 1,022.97 バリアフリー
建築年月日
（取得日）

耐震性

建築面積[㎡] 935.02 H10.1.26 有

延床面積[㎡] 707.21 (共用部分を除く）

常勤職員 非常勤職員 派遣等 計

3 3 1 7

■事業情報

有 （主な業務 ）

■施設経費 ■運営・利用状況

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

使用料・手数料 299,800 315,480 249,400 288,227 7 7 7 7

国県支出金 0 0 0 0 36,866 34,330 36,427 35,874

その他収入 0 0 0 0 307 308 306 307

収入計（A) 299,800 315,480 249,400 288,227

人件費 35,292,388 29,710,341 29,534,600 31,512,443 ■利用状況［稼働率％］

光熱水費 1,409,746 1,316,711 1,445,619 1,390,692 名称
面積
[㎡]

定員
［人］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

委託料 5,085,827 5,117,529 5,493,000 5,232,119 大会議室 103.70 100 87.20 81.60 86.82 85.2
修繕費・
工事請負費

391,594 391,594 391,594 391,594 第１会議室 24.14 15 58.83 60.93 61.55 60.4
主な建物の
減価償却費

5,751,990 5,751,990 5,751,990 5,751,990 第２会議室 48.25 30 60.03 55.19 52.07 55.8

その他支出 8,499,979 8,239,681 8,163,442 8,301,034 第３会議室 24.41 15 58.00 60.82 61.76 60.2

支出計（B） 56,431,524 50,527,846 50,780,245 52,579,872 和室 47.48 30 69.27 67.42 72.44 69.7

56,131,724 50,212,366 50,530,845 52,291,645 実習室 64.00 30 44.20 44.26 48.69 45.7

99.5% 99.4% 99.5% 99.5%

- - - -

■コスト分析［円］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

1,531 1,472 1,394 1,466

22 19 20 20㎡１時間当たり

■備考 ※非常勤職員３人＝非常勤嘱託員２人（相談員３人でシフト勤務）＋非常勤嘱託職員１人（週５日で１日５時間勤
務）。※派遣等１人＝受付業務委託（１日１人）。
※その他、非常勤職員０．５人＝再任用職員１人（週３日）及び人権担当の職員は含んでいません。

利用者１人当たり

収
入

（
円

）

常駐職員数[人]

施設利用者数[人]

開館日数[日]

支
出

（
円

）

市の負担額(C)
 (B)－(A)

市の負担割合
(C)／(B)

（参考）指定管理料

自主事業 自主事業＜参加者数667人（うち託児のべ126人） 託児スタッフ69人＞/「女性のための相談室」相談件数（電話・面談596件・法律67件）

特色のある設備・サービス 施設内のロビースペースが広いので、打ち合わせ等、ご自由に利用いただけます。

委託業務 受付、清掃

休館日 日曜日、12月28日～1月3日 主な利用者 市民・市民団体

使用料･手数料
の法令規程

茅ヶ崎市男女共同参画推進センター条例
常駐職員数[人]

施設管理方法 直営

設置根拠 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター条例 指定管理導入年度 -

開館時間 9時～21時（7月～9月は21時30分まで） 指定管理期間 -

■施設運営情報

設置目的
男女共同参画社会の実現を目指し、市民に
学習の機会及び活動の場を提供し、もって
男女平等社会の更なる成熟に寄与するため

施設管理者 茅ヶ崎市

施設運営者 茅ヶ崎市

■土地・建物情報

施
設
総
規
模

建物名称 建築構造

無
本館 鉄骨造

所在地 新栄町12番12号茅ヶ崎トラストビル4階 施設所管課 男女共同参画課

施設番号

施設名  男女共同参画推進センターいこりあ 用途 その他
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平成２５年４月１日現在

■稼働率の計算

Ｈ２２ 大会議室 87.2% 実習室 44.2%

Ｈ２３ 大会議室 81.6% 実習室 44.3%

Ｈ２４ 大会議室 86.8% 実習室 48.7% ※「使用区分」とは、午前、午後、夜間などで区切った時間帯です。

高い部屋 低い部屋

稼働率＝
１年間に利用があった使用区分の数 

１年間の利用可能な使用区分の数 

派遣等 人）（常勤 人、 非常勤 人、

男女共同参画課
男女共同参画

推進センターいこりあ18-4

かかったお金

例えば夜間(17時～21時)に大会議室(103.7㎡)を使う
と、8,296円かかっているの。使用料は3,200円だけ
ど、特別に使用料を少なくする制度もあるから、利用者
負担の平均は41円だわ。

茅ヶ崎市

施設紹介

施設データ

施設稼働率 【貸室の稼働率】

１㎡を１時間運営するのにかかったお金

住所

開館時間

利用料金

電話

休館日

主な利用者

新栄町12番12号茅ヶ崎ト

ラストビル4階

9時～21時（7月～9月は21時30分まで）

なし 市民・市民団体

0467‐57‐1414

日曜日、12月28日～1月3日

施設名 運営者 担当課

常駐職員数

利用者の負担は

１円未満
0.5%

みんなの税金

20円
99.5%ぞよ

平成25年4月から 「茅ヶ崎市女性センター」は「茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ」になりました。

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かちあい、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮すること

ができる男女共同参画社会の実現をめざして、市民の方々が学習し、様々な活動や交流の場として利用してい

ただく施設です。そのために利用する場合は、原則として無料ですが、その他の利用もできます（有料）。

7 3 1人

※３年間の平均です。※３年間の平均です。収入と支出

3

20円

使用料

人件費

光熱水費

委託料

減価

償却費

その他

支出

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

収入 支出

（万円）
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施設別調査票（平成２５年４月１日現在） 18-5

敷地面積[㎡] 541.16 バリアフリー
建築年月日
（取得日）

耐震性

建築面積[㎡] 307.53 H7.3.9 有

延床面積[㎡] 1,379.77

常勤職員 非常勤職員 派遣等 計

2 3 0 5

■事業情報

有 （主な業務 ）

■施設経費 ■運営・利用状況

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

使用料・手数料 4,639,425 4,891,295 4,827,295 4,786,005 5 5 5 5

国県支出金 0 0 0 0 131,881 137,175 139,511 136,189

その他収入 528,288 609,048 501,497 546,278 347 348 347 347

収入計（A) 5,167,713 5,500,343 5,328,792 5,332,283

人件費 27,210,785 29,217,452 32,696,333 29,708,190 ■利用状況［稼働率％］

光熱水費 5,888,490 4,964,225 5,902,387 5,585,034 名称
面積
[㎡]

定員
［人］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

委託料 28,623,277 27,468,629 25,853,405 27,315,104 Ａ研修室 147 120 84.5 87.8 87.9 86.7
修繕費・
工事請負費

3,716,678 3,716,678 3,716,678 3,716,678 Ｂ研修室 76.44 45 60.9 62.2 65.6 62.9
主な建物の
減価償却費

14,279,288 14,279,288 14,279,288 14,279,288 Ｃ研修室 25.97 16 59.0 66.0 65.4 63.5

その他支出 0 0 0 0 Ａ会議室 20.09 12 64.1 66.0 71.5 67.2

支出計（B） 79,718,518 79,646,272 82,448,091 80,604,293 Ｂ会議室 19.11 12 61.8 68.2 65.2 65.1

74,550,805 74,145,929 77,119,299 75,272,011 練習室 76.44 45 87.7 94.2 94.1 92.0

93.5% 93.1% 93.5% 93.4% 和室 37.73 30 53.8 56.6 59.5 56.6

61,376,760 54,325,000 59,750,792 58,484,184 Ｃ会議室 36.75 18 69.6 71.4 75.9 72.3

■コスト分析［円］ Ｄ会議室 33.81 18 61.5 64.6 68.2 64.8
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

604 581 591 592

13 13 13 13

所在地 新栄町13番32号 施設所管課 雇用労働課

施設番号

施設名 勤労市民会館 用途 その他

■土地・建物情報

施
設
総
規
模

建物名称 建築構造

有
本館 軽量鉄骨造

■施設運営情報

設置目的
働く市民の福祉の増進と文化の振興を図る
ため

施設管理者 アクティオ株式会社

施設運営者 アクティオ株式会社

設置根拠 茅ヶ崎市勤労市民会館条例 指定管理導入年度 平成21年度

開館時間 9時～22時 指定管理期間 平成24年4月1日～平成28年3月31日

休館日 第4月曜日（休日の時は翌日）・12月29日～1月3日・他臨時休館 主な利用者 制限なし

使用料･手数料
の法令規程

茅ヶ崎市勤労市民会館条例
常駐職員数[人]

施設管理方法 指定管理

自主事業(回数、参加者数) 就職対策講座、技能講座

特色のある設備・サービス ふるさとハローワークと相まって、キャリア・カウンセリングや就職セミナーなど就職活動支援を充実させている。

委託業務 清掃、警備

利用者１人当たり

収
入

（
円

）

常駐職員数[人]

施設利用者数[人]

開館日数[日]

支
出

（
円

）

市の負担額(C)
 (B)－(A)

市の負担割合
(C)／(B)

（参考）指定管理料

㎡１時間当たり

■備考
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平成２５年４月１日現在

■稼働率の計算

Ｈ２２ 練習室 87.7% 和室 53.8%

Ｈ２３ 練習室 94.2% 和室 56.6%

Ｈ２４ 練習室 94.1% 和室 59.5% ※「使用区分」とは、午前、午後、夜間などで区切った時間帯です。

高い部屋 低い部屋

稼働率＝
１年間に利用があった使用区分の数 

１年間の利用可能な使用区分の数 

派遣等 人）（常勤 人、 非常勤 人、

雇用労働課勤労市民会館18-5

かかったお金

例えば夜間(18～22時)に練習室(76.44㎡)を使うと、
3,975円かかっているの。使用料は1,600円だけど、特
別に使用料を少なくする制度もあるから、利用者負担の
平均は235円だわ。

アクティオ株式

会社

施設紹介

施設データ

施設稼働率 【貸室の稼働率】

１㎡を１時間運営するのにかかったお金

住所

開館時間

利用料金

電話

休館日

主な利用者

新栄町13番32号

9時～22時

あり 制限なし

0467‐88‐1331 

第4月曜日（休日の時は翌日）・12月29日～1月3日・他臨時休館

施設名 運営者 担当課

常駐職員数

利用者の負担は

1円
5.9%

みんなの税金

12円
93.4%ぞよ

茅ヶ崎市勤労市民会館は、勤労者の福祉の増進と文化の振興を図る目的とともに、 多くの市民のつどいと交

流の場を提供するために設置された施設です。

また、就職活動中を支援するためキャリア・カウンセリングや就職活動支援講座を実施し、勤労者の方が職業

能力を磨くための技能講座なども実施しています。

5 2 0人

※３年間の平均です。※３年間の平均です。収入と支出

3

13円

使用料

人件費

光熱水費

委託料

修繕・

工事

減価

償却費

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

収入 支出

（万円）
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施設別調査票（平成２５年４月１日現在） 18-6

敷地面積[㎡] 37,133.34 ※県より借用 バリアフリー
建築年月日
（取得日）

耐震性

建築面積[㎡] 387.33 ※県より譲渡 H24.3.30 有

延床面積[㎡] 543.68 H6.3.15 有

常勤職員 非常勤職員 派遣等 計

1 2 0 3

■事業情報

有 （主な業務 ）

■施設経費 ■運営・利用状況

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

使用料・手数料 - - 0 0 - - 3 3

国県支出金 - - 0 0 - - 6,368 6,368

その他収入 - - 0 0 - - 130 130

収入計（A) - - 0 0

人件費 - - 4,439,551 4,439,551 ■利用状況［稼働率％］

光熱水費 - - 618,594 618,594 名称
面積
[㎡]

定員
［人］

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

委託料 - - 3,132,318 3,132,318
宿泊棟
あかしあ 19.8 7 - - 51.5 51.5

修繕費・
工事請負費

- - 13,956,700 13,956,700
宿泊棟
つつじ 19.8 7 - - 38.5 38.5

主な建物の
減価償却費

- - - -
宿泊棟
しじゅうから 19.8 7 - - 33.1 33.1

その他支出 - - 9,167,645 9,167,645
宿泊棟
えぼし 62.7 24 - - 40.8 40.8

支出計（B） - - 31,314,808 31,314,808
ログキャビン
① 16.2 6 - - 43.1 43.1

- - 31,314,808 31,314,808
ログキャビン
② 16.2 6 - - 35.4 35.4

- - 100.0% 100.0%
ログキャビン
③ 16.2 6 - - 48.5 48.5

- - - -
第１テントサ
イト(10サイト) 49 - - - 7.7 7.7

■コスト分析［円］
第２テントサ
イト(５サイト) 49 - - - 6.6 6.6

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平均

- - 4,918 4,918

- - 30 30㎡１時間当たり

■備考

利用者１人当たり

収
入

（
円

）

常駐職員数[人]

施設利用者数[人]

開館日数[日]

支
出

（
円

）

市の負担額(C)
 (B)－(A)

市の負担割合
(C)／(B)

（参考）指定管理料

自主事業(回数、参加者数) バレンタイン企画（７００名）、バームクーヘン企画（１００名）、流しそうめん企画（５０名）

特色のある設備・サービス 本市唯一の市営宿泊施設であり、１年間を通じて楽しむことができる。楽しみ方は無限大。

委託業務 機械警備

休館日 火曜日（休日の時は翌日）（7月、8月を除く） 主な利用者 制限なし

使用料･手数料
の法令規程

-
常駐職員数[人]

施設管理方法 直営

設置根拠 茅ヶ崎市柳島キャンプ場条例 指定管理導入年度 -

開館時間 7時～22時　（各種受付は9時～18時） 指定管理期間 -

■施設運営情報

設置目的
自然の中での野外活動、レクリエーション活動等
を通して、市民の自然に対する理解を深めるとと
もに、心身の健康の増進を図るため

施設管理者 茅ヶ崎市

施設運営者 茅ヶ崎市

■土地・建物情報

施
設
総
規
模

建物名称 建築構造

無
宿泊棟 木造

ログキャビン 木造

所在地 柳島海岸1592番1地先 施設所管課 公園緑地課

施設番号

施設名 柳島キャンプ場 用途 その他
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平成２５年４月１日現在

■稼働率の計算

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４
宿泊棟
あかしあ

51.5％
第２テント
サイト 6.6％ ※「使用区分」とは、午前、午後、夜間などで区切った時間帯です。

高い部屋 低い部屋

稼働率＝
１年間に利用があった使用区分の数 

１年間の利用可能な使用区分の数 

-

-

-

-

派遣等 人）（常勤 人、 非常勤 人、

公園緑地課柳島キャンプ場18-6

かかったお金

例えば宿泊棟あかしあ(19.8㎡)を使うと、使用料は無

料※だけど、実際は8,910円かかっているわ。
※平成26年4月2日からは有料（8,500円）となります。

茅ヶ崎市

施設紹介

施設データ

施設稼働率 【貸室の稼働率】

１㎡を１時間運営するのにかかったお金

住所

開館時間

利用料金

電話

休館日

主な利用者

柳島海岸1592番1地先

7時～22時 （各種受付は9時～18時）

なし（平成26年3月末まで） 制限なし

0467‐87‐1385

火曜日（休日の時は翌日）（7月、8月を除く）

施設名 運営者 担当課

常駐職員数

利用者の負担は

０円
0.0%

みんなの税金

30円
100.0%ぞよ

茅ヶ崎があなたの”あそび”をプロデュース！湘南地域唯一の海辺のキャンプ場「茅ヶ崎市柳島キャンプ場」が

大好評プレオープン実施中！プレオープン期間中（平成24年11月1日から平成26年3月31日)は、無料で施設を

利用できます。本施設は、利用者のニーズに合わせた提案、サポートを行うことで、これまでのキャンプ場にプ

ラスした施設運営を目指しています。

3 1 0人

※３年間の平均です。※３年間の平均です。収入と支出

2

30円

人件費

光熱水費
委託料

修繕・

工事

その他

支出

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

収入 支出

（万円）
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